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(57)【要約】
【課題】血圧検査も血液検査もすることなく、そのよう
な検査で得られる健康情報を容易に取得する技術を提供
する。
【解決手段】肌分析方法は、被験者の肌の赤み情報を取
得する赤み取得工程（Ｓ１１）と、母集団から予め取得
された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統
計情報、及び前記赤み取得工程で取得された赤み情報を
用いて、前記被験者に関する、血圧検査又は血液検査で
得られる情報を少なくとも含む健康情報を推定する推定
工程（Ｓ１２）と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の肌の赤み情報を取得する赤み取得工程と、
　母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及
び前記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前記被験者に関する、血圧検査又は
血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推定する推定工程と、
　を含む肌分析方法。
【請求項２】
　前記赤み取得工程では、前記被験者の肌画像を処理することにより、赤色の濃さ指標及
びムラ指標の少なくとも一方の指標値を前記赤み情報として取得する、
　請求項１に記載の肌分析方法。
【請求項３】
　前記推定工程では、前記健康情報として、前記被験者の血圧値及び血液検査値の少なく
とも一方を推定する、
　請求項１又は２に記載の肌分析方法。
【請求項４】
　前記被験者の体格指標情報を取得する体格取得工程、
　を更に備え、
　前記推定工程では、前記体格取得工程で取得された体格指標情報を更に用いて、前記被
験者の前記健康情報を推定する、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の肌分析方法。
【請求項５】
　前記推定工程では、前記体格指標情報が属する体格指標範囲と前記赤み情報が属する赤
み範囲との組み合わせに基づいて、一種以上の指標に関する健康情報の異常可能性を前記
健康情報として推定する、
　請求項４に記載の肌分析方法。
【請求項６】
　前記取得された体格指標情報に基づいて、前記被験者が肥満体格を含む特定体格群に属
するか否かを判定する工程、
　を更に備え、
　前記推定工程では、前記被験者が前記特定体格群に属する場合に、前記特定体格群の母
集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及び前
記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前記被験者の前記健康情報を推定する、
　請求項４又は５に記載の肌分析方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の肌分析方法を含み、
　対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前記被験者に関して前記
肌分析方法を実行することにより、前記推定工程により推定された当該対象飲食品の摂取
前後又は当該生活習慣改善手法の実施前後の各健康情報を比較する比較工程と、
　前記比較工程での比較結果に基づく前記対象飲食品又は前記対象生活習慣改善手法の効
果情報を提示する提示工程と、
　を更に含む飲食品又は生活習慣改善手法の効果を提示する方法。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の肌分析方法を含み、
　前記推定工程で推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は特定の生活習慣改善
手法を選択する選択工程と、
　前記選択工程で選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情報を提示する提示工程
と、
　を更に含む飲食品又は生活習慣改善手法を推奨する方法。
【請求項９】
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　被験者の肌状態情報を取得する第一取得工程と、
　前記被験者の体格指標情報を取得する第二取得工程と、
　前記第二取得工程で体格指標情報として取得された体格指標値が肥満を示す所定値域に
属する場合に、前記第一取得工程で取得された肌状態情報に基づいて、前記被験者のメタ
ボリックシンドロームの可能性の程度を推定する推定工程と、
　を含むメタボリックシンドローム推定方法。
【請求項１０】
　前記肌状態情報は、肌の赤み情報であり、
　前記体格指標値は、ＢＭＩ値である、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　被験者の肌の赤み情報を取得する赤み取得手段と、
　母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及
び前記赤み取得手段により取得された赤み情報を用いて、前記被験者に関する、血圧検査
又は血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推定する推定手段と、
　を備える肌分析装置。
【請求項１２】
　前記赤み取得手段は、対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前
記被験者に関して前記赤み情報をそれぞれ取得し、
　前記推定手段は、対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前記被
験者に関して前記健康情報をそれぞれ推定し、
　前記推定手段により推定された当該対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の
実施前後の各健康情報を比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づく前記対象飲食品又は前記対象生活習慣改善手法の
効果情報を出力する出力処理手段と、
　を更に備える請求項１１に記載の肌分析装置。
【請求項１３】
　前記推定手段により推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は特定の生活習慣
改善手法を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情報を出力する出力
処理手段と、
　を更に備える請求項１１又は１２に記載の肌分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌の分析技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人の顔色で健康状態を判断することは、医師による視診の際だけでなく、日常生活でも
よく行われている。
　中医学では「望診」と呼ばれる診断法がある（非特許文献１参照）。この「望診」は、
病人の顔色や形態の変化を見て、その内部変化を観察し、疾病の性質やその予後を判断す
る診断法である。更に、その診断法の中には「望色」と呼ばれる皮膚の色で診断する色診
があり、その「望色」は、皮膚の色が五色の一つに偏って現れているときは、五行論に基
づき、その色と関係する臓が病んでいると診断する。
　また、特許文献１には、鏡の使用者の顔画像から使用者の顔の肌状態を分析して、その
分析結果を通知する手法が開示されている。この手法は、鏡に埋設された撮像手段でその
鏡の使用者の顔画像を撮像し、その顔画像に独立成分分析を適用することでヘモグロビン
色素成分情報を抽出する。額部領域のヘモグロビン色素成分量を基準にして鼻部領域のヘ
モグロビン量を比較分析することで、交感神経系活性度が分析結果として得られる。
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　非特許文献２は、画像ピラミッド法の詳細を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１５３６０９号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】林　暁萍（りん　ぎょうへい）、"望診とは"、［ｏｎｌｉｎｅ］、"林
鍼灸院"、［平成２８年４月５日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.lin-shin
kyuin.jp/article/13589857.html>
【非特許文献２】D.J.Heeger, J.R.Bergen, COMPUTER GRAPHICS PROCEEDINGS, p229-238(
1995)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の「望色」は医師による主観的な診断であり、定量的な結果を得ることは難しい。
　一方で、特許文献１の手法は、動静脈吻合血管が多く分布する鼻部と自律神経系の影響
による血流量の変化がほとんどみられない額部とで、ヘモグロビン色素成分量を比較する
ことで、交感神経系活性度を判断している。
　しかしながら、この手法では、顔の局部的な血流量の相違を見ているに過ぎず、血圧検
査又は血液検査で得られるような情報を得ることはできない。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、血圧検査も血液検査もするこ
となく、そのような検査で得られる健康情報を容易に取得する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するために、それぞれ次のような側面を有する。
【０００８】
　第一の側面は、肌分析方法に関する。第一の側面に係る肌分析方法は、被験者の肌の赤
み情報を取得する赤み取得工程と、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血
液サンプルデータの統計情報、及び前記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前
記被験者に関する、血圧検査又は血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推
定する推定工程と、を含む。
【０００９】
　第二の側面は、肌分析装置に関する。第二の側面に係る肌分析装置は、被験者の肌の赤
み情報を取得する赤み取得手段と、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血
液サンプルデータの統計情報、及び前記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前
記被験者に関する、血圧検査又は血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推
定する推定手段と、を備える。
【００１０】
　第三の側面は、第一の側面に係る肌分析方法を含む飲食品又は生活習慣改善手法の効果
を提示する方法に関する。第三の側面に係る方法は、対象飲食品の摂取前後又は対象生活
習慣改善手法の実施前後の前記被験者に関して前記肌分析方法を実行することにより、前
記推定工程により推定された当該対象飲食品の摂取前後又は当該生活習慣改善手法の実施
前後の各健康情報を比較する比較工程と、前記比較工程での比較結果に基づく前記対象飲
食品又は前記対象生活習慣改善手法の効果情報を提示する提示工程と、を更に含む。
【００１１】
　第四の側面は、第一の側面に係る肌分析方法を含む飲食品又は生活習慣改善手法を推奨
する方法に関する。第四の側面に係る方法は、前記推定工程で推定された健康情報に基づ
いて、特定の飲食品又は特定の生活習慣改善手法を選択する選択工程と、前記選択工程で
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選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情報を提示する提示工程と、を更に含む。
【００１２】
　第五の側面は、メタボリックシンドローム推定方法に関する。第五の側面に係る方法は
、被験者の肌状態情報を取得する第一取得工程と、前記被験者の体格指標情報を取得する
第二取得工程と、前記第二取得工程で体格指標情報として取得された体格指標値が肥満を
示す所定値域に属する場合に、前記第一取得工程で取得された肌状態情報に基づいて、前
記被験者のメタボリックシンドロームの可能性の程度を推定する推定工程と、を含む。
【００１３】
　なお、本発明の別側面としては、上記第一、第三、第四、及び第五の各側面に係る方法
をコンピュータに実行させるプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録
したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体であってもよい。この記録媒体は、非一時的
な有形の媒体を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　上記各側面によれば、血圧検査も血液検査もすることなく、そのような検査で得られる
健康情報を容易に取得する技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第一実施形態の肌分析方法を示すフローチャートである。
【図２】ヘモグロビン成分画像の目視による赤み濃度値及び赤みムラ値の評価手法（第一
の手法）を概念的に示す図である。
【図３】被験者の肌画像に対する画像解析による赤み濃度値及び赤みムラ値の算出手法（
第三の手法）を概念的に示す図である。
【図４】第一実施形態の肌分析装置のハードウェア構成例を概念的に示す図である。
【図５】第一実施形態の肌分析装置の処理構成例を概念的に示す図である。
【図６】第二実施形態の肌分析方法を示すフローチャートである。
【図７】第二実施形態の肌分析装置の処理構成例を概念的に示す図である。
【図８】飲食品の効果提示方法を示すフローチャートである。
【図９】飲食品の効果提示方法を実現する肌分析装置の処理構成例を概念的に示す図であ
る。
【図１０】飲食品の推奨方法を示すフローチャートである。
【図１１】飲食品の推奨方法を実現する肌分析装置の処理構成例を概念的に示す図である
。
【図１２】第三実施形態に係るメタボリックシンドローム推定方法を示すフローチャート
である。
【図１３】メタボリックシンドローム推定方法を実現する肌分析装置の処理構成例を概念
的に示す図である。
【図１４】「調査１」の結果として、赤み濃度値又は赤みムラ値と、ＢＭＩ、血圧検査値
、及び血液検査値との関係を示す表である。
【図１５】図１５（ａ）、図１５（ｂ）及び図１５（ｃ）は、赤みムラ値（第三の手法）
の高低と血圧検査値又は血液検査値の基準値範囲外者の割合との関係を示すグラフであり
、図１５（ａ）は、ＢＭＩ値２５以上の被験者群のグラフであり、図１５（ｂ）は、ＢＭ
Ｉ値１８．５以上２５未満の被験者群のグラフであり、図１５（ｃ）は、ＢＭＩ値１８．
５未満の被験者群のグラフである。
【図１６】「調査２」の結果として、赤み濃度値又は赤みムラ値と血液検査値との関係を
示す表である。
【図１７】赤み濃度値（赤み評価法Ｄ）とＢＭＩ値との関係を示すグラフである。
【図１８】ＢＭＩ値が２５から２８の範囲の母集団における赤み評価法Ｄの赤み濃度値が
低い代表被験者群と高い代表被験者群との調査指標値を比較した図である。
【図１９】ＢＭＩ値が２５から２８の範囲の母集団における初期時（０Ｍ）と１２か月後
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（１２Ｍ）との調査指標値の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下に挙げる各実施形態はそれぞ
れ例示であり、本発明は以下の各実施形態の構成に限定されない。
【００１７】
　まず初めに、後述する各実施形態の概要について説明する。
　各実施形態に係る肌分析方法は、赤み取得工程と、推定工程とを含む。
　赤み取得工程は、被験者の肌の赤み情報を取得する工程である。
　ここで「肌の赤み情報」とは、被験者の肌の特定部位から視認される赤の色味を示す情
報である。「肌の赤み情報」は、例えば、赤色の濃度、又は赤色のムラの度合を示す。
　本方法では、肌の赤み情報の取得手法については限定されない。例えば、評価者が被験
者の肌を直接目視することにより、肌の赤みを所定スケールで評価する手法であってもよ
い。また、被験者の肌が写る肌画像（顔画像や肌のみが写る肌画像であってもよい）が評
価者により目視されてもよい。
　赤み取得工程における他の具体的な取得手法については後述する。
【００１８】
　推定工程は、当該被験者に関する、血圧検査又は血液検査で得られる情報を少なくとも
含む健康情報を推定する工程である。
　ここで「血圧検査又は血液検査で得られる情報」は、各検査で直接的に得られる血圧値
又は血液検査値（空腹時血糖値、赤血球数など）であってもよいし、又は各検査の結果を
示す情報（良好、異常など）であってもよい。
　また「健康情報」には、そのような情報以外の血液や健康に関連する情報を含んでいて
もよい。「健康情報」は、血圧検査又は血液検査で得られる情報に関連する血液関連情報
であってもよい。
【００１９】
　この健康情報の推定には、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サン
プルデータの統計情報、及び赤み取得工程で取得された赤み情報が用いられる。
　「赤みサンプルデータ」は、母集団を形成する各人から予め取得された、肌の赤みに関
連するデータである。「赤みサンプルデータ」は、健康情報の推定精度を高めるためには
、赤み取得工程で取得される赤み情報と同種の情報のデータであることが好ましい。例え
ば、赤み取得工程で取得される赤み情報が被験者の肌を目視評価することで得られる赤み
の強度情報である場合、「赤みサンプルデータ」は、母集団を形成する各人の肌が同様に
目視評価されることで得られた赤みの強度情報のデータであることが好ましい。但し、「
赤みサンプルデータ」は、赤み取得工程で取得される赤み情報とは他種の、その赤み情報
と相関のある情報のデータであってもよい。例えば、赤み取得工程で取得される赤み情報
が被験者の肌を目視評価することで得られる赤みの強度情報である場合、「赤みサンプル
データ」は、母集団を形成する各人の肌画像を画像処理することで得られる赤み濃度情報
であってもよい。
【００２０】
　「血液サンプルデータ」は、母集団を形成する各人から予め取得された、血液に関連す
るデータである。「血液サンプルデータ」は、健康情報の推定精度を高めるためには、推
定工程で推定される血圧検査又は血液検査で得られる情報と同種の情報のデータであるこ
とが好ましい。例えば、推定工程において血圧値が推定される場合、「血液サンプルデー
タ」は、母集団を形成する各人から測定された血圧値であることが好ましい。但し、「血
液サンプルデータ」は、血圧検査又は血液検査で得られる情報とは他種の、その情報と相
関のある情報のデータであってもよい。
【００２１】
　「赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報」は、肌の赤みと血圧検査又
は血液検査で得られる情報との相関関係に基づいて、赤みサンプルデータと血液サンプル
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データとを統計処理することにより得られた情報である。肌の赤みと血圧検査又は血液検
査で得られる情報との相関関係は、本発明者らにより新たに見出されたものであり、例え
ば、このような相関関係に基づく回帰分析により得られる回帰式が当該統計情報の一例と
して挙げられる。この例では、当該統計情報は、肌の赤み情報を説明変数とし、血圧検査
又は血液検査で得られる情報を目的変数とする単回帰式又は重回帰式に該当する。「赤み
サンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報」がそのような回帰式である場合、赤
み取得工程で取得された肌の赤み情報をその回帰式の説明変数に代入することにより、被
験者に関する血圧検査又は血液検査で得られる情報（血圧値など）を算出することができ
る。
　両サンプルデータの取得元である母集団は、特に制限されない。その母集団は、男性の
み又は女性のみで形成されていてもよいし、特定の年齢層のみで形成されていてもよいし
、特定の体格を持つ人のみで形成されていてもよい。
【００２２】
　このように本方法によれば、被験者から取得される赤み情報に基づいて、被験者に関す
る血圧検査又は血液検査で取得される情報を少なくとも含む健康情報が推定されるため、
被験者は、血圧検査及び血液検査をすることなく、そのような検査で得られる情報を容易
に取得することができる。
　また、本発明の実施形態としては、上述の肌分析方法を実行する肌分析装置、又は上述
の肌分析方法を少なくとも一つのコンピュータに実行させる肌分析プログラムが実現され
得る。
　以下、各実施形態についてより詳細にそれぞれ説明する。
【００２３】
［第一実施形態］
〔肌分析方法〕
　図１は、第一実施形態の肌分析方法を示すフローチャートである。
　第一実施形態の肌分析方法は、工程（Ｓ１１）と工程（Ｓ１２）とを含む。
【００２４】
　工程（Ｓ１１）は、上述の赤み取得工程に相当する。第一実施形態に係る肌分析方法は
、工程（Ｓ１１）において、被験者の肌画像を処理することにより、赤色の濃さ指標及び
ムラ指標の少なくとも一方の指標値を赤み情報として取得する。
　被験者の肌画像は、被験者の肌が写る画像であればよく、全顔画像のように肌の或る程
度広い範囲が写る画像であってもよいし、頬の一部といった肌の局部が写る画像であって
もよい。
　赤色の濃さ指標の指標値は、赤色の濃さの程度を示す値であり、以降、赤み濃度値と表
記される場合もある。赤み濃度値は、濃いか薄いかを２値で示してもよいし、３段階以上
の濃さスケールを３値以上で示してもよい。また、赤み濃度値は、赤色の平均的な濃さの
程度を示すものであってもよいし、対象範囲の中で最も濃い部分の濃さの程度を示すもの
であってもよい。
　赤色のムラ指標の指標値は、赤色のムラの程度を示す値であり、以降、赤みムラ値と表
記される場合もある。赤色のムラとは、赤色の部分的な濃淡を意味する。赤みムラ値は、
ムラが多いか少ないかを２値で示してもよいし、３段階以上のムラスケールを３値以上で
示してもよい。例えば、赤みムラ値は、人が目視し得る赤色の部分的な濃淡の分散度合を
示すことができる。
　即ち、本方法は、工程（Ｓ１１）において、赤み濃度値、赤みムラ値、又は赤み濃度値
及び赤みムラ値を赤み情報として取得する。以下、工程（Ｓ１１）における各指標値の取
得手法を例示する。
【００２５】
　第一の手法は、被験者の肌画像からヘモグロビン成分画像を抽出し、このヘモグロビン
成分画像を専門評価者が目視で評価する手法である。
　図２は、ヘモグロビン成分画像の目視による赤み濃度値及び赤みムラ値の評価手法（第



(8) JP 2018-102731 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

一の手法）を概念的に示す図である。図２の例では、被験者の全顔のカラー画像に対して
独立成分分析を適用することによりヘモグロビン成分画像が抽出される。この抽出手法に
は、上述の特許文献１に開示される手法など公知の手法を利用できる。一方で、肌の赤み
の濃度及びムラ度合が異なる複数人から同様の手法でヘモグロビン成分画像を予め抽出し
、ヘモグロビン成分の濃度とムラとの２軸でフォトスケール（図２下部に例示）を作成し
ておく。このフォトスケールを用いて、専門評価者に被験者のヘモグロビン成分画像の赤
み濃度と赤みムラとを評価させることにより、被験者の赤み濃度値及び赤みムラ値が取得
される。
【００２６】
　第二の手法は、被験者の肌画像からヘモグロビン成分画像を抽出し、このヘモグロビン
成分画像内の検査領域の輝度値（画素値）を用いて赤み濃度値を算出する手法である。例
えば、この手法は、偏光板を用いて被験者にＳ偏光を投射しＰ偏光を撮像することで被験
者の全顔のＳＰ偏光画像を取得し、このＳＰ偏光画像に対して独立成分分析を適用するこ
とによりヘモグロビン成分画像を抽出する。ＳＰ偏光画像は、内部反射光成分画像である
ため、高精度のヘモグロビン成分画像を抽出することができる。抽出されたヘモグロビン
成分画像の頬の部位を検査領域として所定サイズ（例えば、２５６×２５６ピクセル）で
切り取り、その検査領域の平均輝度値を算出し、最高輝度値（２５５）に対するその平均
輝度値の比率により赤み濃度値を算出する。
　赤み濃度値＝ｌｏｇ（２５５／平均輝度値）
【００２７】
　第三の手法は、被験者のヘモグロビン成分画像内の検査領域を画像ピラミッド法により
空間周波数帯域の異なる複数の画像に分解し、分解された各画像の輝度値（画素値）を用
いて赤み濃度値及び赤みムラ値を算出する手法である。
　画像ピラミッド法には、ガウシアンピラミッド、ラプラシアンピラミッド、スティーラ
ブルピラミッド等、様々な種類が存在し、赤みムラの分布特性などに応じて適切な手法が
選択されればよい。また、空間周波数帯域は、撮影倍率等に応じて適宜定めることができ
る。画像ピラミッド法の詳細については上記非特許文献２に記載されている。
　図３は、被験者の肌画像に対する画像解析による赤み濃度値及び赤みムラ値の算出手法
（第三の手法）を概念的に示す図である。図３に例示される手法は、被験者の全顔のＳＰ
偏光画像から検査領域を切り出し、この検査領域に対して独立成分分析を適用することに
より当該検査領域のヘモグロビン成分画像を抽出する。このヘモグロビン成分画像をグレ
ースケール化した後、画像ピラミッド法により空間周波数帯域の異なる５層の画像Ｌ１か
らＬ５に分解し、分解された画像における必要な画像の輝度の標準偏差又は平均輝度値を
算出する。一方で、肌の赤みの濃度及びムラ度合が異なる複数人のヘモグロビン成分画像
から同様の手法で５層の画像をそれぞれ抽出し、各画像の輝度の標準偏差及び平均輝度値
を説明変数候補とし、各人の赤み濃度値又は赤みムラ値を目的変数とする回帰式を求めて
おく。各人の赤み濃度値及び赤みムラ値は、例えば、目視スコアで決められる。本実施形
態では、赤み濃度値を目的変数とする重回帰式及び赤みムラ値を目的変数とする重回帰式
が算出される。例えば、前者は、画像Ｌ５の平均輝度値及び輝度の標準偏差を目的変数と
する重回帰式であり、後者は、画像Ｌ４及びＬ５の輝度の標準偏差を目的変数とする重回
帰式である。各重回帰式に、所定の空間周波数帯域の被験者の画像から上述のように得ら
れた輝度の標準偏差又は平均輝度値を適用することにより、被験者の赤み濃度値及び赤み
ムラ値を算出する。
【００２８】
　第四の手法は、被験者の肌画像に主成分分析を適用することにより所定の複数の赤み主
成分画像の各々に対する寄与率をそれぞれ算出し、算出された寄与率により赤み濃度値及
び赤みムラ値を算出する手法である。この手法では、肌の赤みの濃度及びムラ度合が異な
る複数人の肌画像に対する主成分分析により複数の赤み主成分画像を予め導出しておく。
その上で、例えば、赤み濃度と相関の高い赤み主成分の次数と、赤みムラと相関の高い赤
み主成分の次数とを特定しておき、特定された各次数の寄与率を説明変数とし、赤み濃度
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値又は赤みムラ値を目的変数とする回帰式を導出しておく。この場合の赤み濃度値及び赤
みムラ値は、上述のような他の手法で決められれば良い。この回帰式に被験者から抽出さ
れた各次数の寄与率をそれぞれ適用することにより、赤み濃度値及び赤みムラ値を算出す
ることができる。
　また、肌画像の特定された赤み主成分の次数の寄与率を赤み指標とすることもできる。
【００２９】
　このように、第一実施形態では、被験者の肌画像を処理することにより被験者の赤み情
報を取得するものであるが、工程（Ｓ１１）における指標値の取得手法は、上述の例に限
定されない。
　例えば、「画像」を用いない場合として、専門評価者が被験者の肌を直接目視すること
により、濃さ又はムラを所定スケールで評価する手法であってもよい。また、この手法で
は、被験者の肌が写る肌画像（顔画像や肌のみが写る局部肌画像であってもよい）が専門
評価者により目視されてもよい。この手法では、専門評価者により決められた目視スコア
が赤み濃度値又は赤みムラ値とされる。
【００３０】
　工程（Ｓ１２）は、上述の推定工程に相当する。第一実施形態に係る肌分析方法は、工
程（Ｓ１２）において、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプル
データの統計情報、及び、工程（Ｓ１１）で取得された赤色の濃さ指標及びムラ指標の少
なくとも一方の指標値を用いて、上記健康情報として、被験者の血圧値及び血液検査値の
少なくとも一方を推定する。
　ここで「血圧値」とは、血圧検査で測定される血圧を示す値であり、収縮期血圧若しく
は拡張期血圧、又はその両方を示す値である。
　「血液検査値」とは、血液自体を検査する血液検査で得られる一種以上の検査項目の検
査結果を示す値である。
【００３１】
　本発明者らは、赤み濃度値又は赤みムラ値と血圧値又は血液検査値との間の相関性を新
たに見出した。この新たな知見に基づけば、赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータ
の統計情報としての回帰式を次のようにして導出することができる。まずは、上述の手法
で母集団から赤み濃度値群及び赤みムラ値群を取得し、更に、各種検査により血圧値群及
び血液検査値群を取得する。そしてこれらを統計解析することにより、赤み濃度値又は赤
みムラ値のいずれか一方を説明変数とし、血圧値又は血液検査値のいずれか一方を目的変
数とする単回帰式、又は、赤み濃度値及び赤みムラ値の両方を説明変数とし、血圧値又は
血液検査値のいずれか一方を目的変数とする重回帰式を導出することができる。
　本方法は、工程（Ｓ１２）において、このように導出された回帰式に工程（Ｓ１１）で
取得された赤み濃度値及び赤みムラ値の少なくとも一方を適用することにより、血圧値及
び血液検査値の少なくとも一方を推定することができる。
【００３２】
　しかしながら、工程（Ｓ１２）の推定手法はこのような手法に限定されない。
　当該統計情報は、血圧値又は血液検査値の軸と赤み濃度値又は赤みムラ値の軸との２軸
に、上述のように母集団から得られたサンプルデータに対する統計解析により得られる回
帰直線を重畳したグラフであってもよい。また、血圧値又は血液検査値の軸と赤み濃度値
の軸と赤みムラ値の軸との３軸に、当該統計解析により得られる回帰平面を重畳したグラ
フであってもよい。この場合、工程（Ｓ１２）は、工程（Ｓ１１）で得られた赤み濃度値
及び赤みムラ値の少なくとも一方とそのグラフ上の回帰直線又は回帰平面とを比べること
により、被験者の血圧値及び血液検査値の少なくとも一方を推定することができる。
　更に、肌画像の特定された赤み主成分の次数の寄与率からその対象者の血中成分を推定
することもできる。この場合は、複数人の肌画像に対する主成分分析により複数の赤み主
成分画像とその寄与率を予め導出しておき、その上で、あらかじめ測定しておいた血中成
分値のうち特定の血中成分値と相関の高い赤み主成分の次数を特定しておく。評価対象者
については、肌画像の特定された赤み主成分の次数の寄与率からその対象者の血中成分を
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推定することができる。
【００３３】
　第一実施形態の肌分析方法には、上述のように人によって実施される工程が含まれても
よい。本方法は、赤み濃度値又は赤みムラ値と血圧値又は血液検査値との間の相関性を用
いることにより、血圧検査や血液検査といった時間と労力のかかる検査を行うことなく、
被験者の肌の赤み情報から血圧値又は血液検査値を容易に取得することができるという一
定の効果を反復継続して実現することができる。従って、例え、人によって実施される工
程が含まれていたとしても、本方法は、全体として、自然法則を利用した技術的思想と言
える。
【００３４】
〔肌分析装置〕
　次に、第一実施形態の肌分析装置について図４及び図５を用いて説明する。
　図４は、第一実施形態の肌分析装置１０のハードウェア構成例を概念的に示す図である
。
　肌分析装置１０は、いわゆるコンピュータであり、例えば、バスで相互に接続される、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、メモリ１２、入出力インタフェース（Ｉ／Ｆ
）１３、通信ユニット１４等を有する。肌分析装置１０を形成する各ハードウェア要素の
数はそれぞれ制限されず、これらハードウェア要素は情報処理回路と総称することもでき
る。また、肌分析装置１０は、図４に図示されないハードウェア要素を含んでもよく、そ
のハードウェア構成は制限されない。
【００３５】
　ＣＰＵ１１は、一般的なＣＰＵ以外に、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ＤＳＰ（
Digital Signal Processor）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）等で構成してもよい
。
　メモリ１２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、補助
記憶装置（ハードディスク等）である。
　入出力Ｉ／Ｆ１３は、出力装置１５、入力装置１６等のユーザインタフェース装置と接
続可能である。出力装置１５は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ（Cathode 
Ray Tube）ディスプレイのような、ＣＰＵ１１等により処理された描画データに対応する
画面を表示する装置、印刷装置などの少なくとも一つである。入力装置１６は、キーボー
ド、マウス等のようなユーザ操作の入力を受け付ける装置である。出力装置１５及び入力
装置１６は一体化され、タッチパネルとして実現されてもよい。
　通信ユニット１４は、他のコンピュータとの通信網を介した通信や、他の機器との信号
のやりとり等を行う。通信ユニット１４には、可搬型記録媒体等も接続され得る。また、
通信ユニット１４には、被験者の肌を撮影するカメラ（図示せず）が接続されてもよい。
　また、肌分析装置１０は、カメラを内蔵する機器であってもよい。
【００３６】
　図５は、第一実施形態の肌分析装置１０の処理構成例を概念的に示す図である。
　肌分析装置１０は、赤み取得部２１、推定部２２、出力処理部２３等を有する。これら
処理モジュールは、ソフトウェア要素であり、例えば、メモリ１２に格納されるプログラ
ムがＣＰＵ１１により実行されることにより実現される。このプログラムは、例えば、Ｃ
Ｄ（Compact Disc）、メモリカード等のような可搬型記録媒体やネットワーク上の他のコ
ンピュータから入出力Ｉ／Ｆ１３又は通信ユニット１４を介してインストールされ、メモ
リ１２に格納されてもよい。
　肌分析装置１０は、赤み取得部２１、推定部２２及び出力処理部２３の動作により上述
の肌分析方法を実現する。換言すれば、肌分析装置１０は、インストールされたプログラ
ムを実行することにより上述の肌分析方法を実行することができる。
【００３７】
　赤み取得部２１は、上述の工程（Ｓ１１）を実行する。
　赤み取得部２１は、被験者に関する赤み濃度値又は赤みムラ値を外部のコンピュータ、
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機器などから入出力Ｉ／Ｆ１３又は通信ユニット１４を介して取得することができる。
　また、赤み取得部２１は、被験者の肌画像又はその肌画像を処理することで得られた画
像（ヘモグロビン成分画像、画像ピラミッド法で分解された画像など）を外部から取得し
、取得された画像を工程（Ｓ１１）における取得手法と同様に処理することにより、被験
者に関する赤み濃度値又は赤みムラ値を算出することもできる。
【００３８】
　推定部２２は、上述の工程（１２）を実行する。
　推定部２２は、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータ
の統計情報を予め保持していてもよい。また、外部のコンピュータが保持するそれらの統
計情報を通信により参照利用してもよい。
【００３９】
　出力処理部２３は、推定部２２により推定された被験者の健康情報を出力する。具体的
には、出力処理部２３は、被験者に関して推定された赤み濃度値及び赤みムラ値の少なく
とも一方を出力する。
　出力処理部２３による出力形態は制限されない。例えば、出力処理部２３は、当該健康
情報を電子ファイルとして出力可能に保持してもよいし、その電子ファイルを通信ユニッ
ト１４を介して他のコンピュータに送信してもよい。また、出力処理部２３は、当該健康
情報を入出力Ｉ／Ｆ１３を介して出力装置１５に表示又は印刷させてもよい。
【００４０】
　このように、第一実施形態では、被験者の肌画像を処理することにより、被験者の肌に
関して、赤み濃度値及び赤みムラ値の少なくとも一方が赤み情報として取得される。そし
て、赤み濃度値又は赤みムラ値と血圧値又は血圧検査値との間の相関関係に基づいて、そ
の取得された被験者の肌の赤み情報から被験者の血圧値及び血液検査値の少なくとも一方
が健康情報として推定される。
　従って、第一実施形態によれば、被験者の肌画像を撮像するだけで、血液検査や血圧検
査を受けることもなく、被験者の血圧値及び血液検査値の少なくとも一方を容易に取得す
ることができる。
【００４１】
［第二実施形態］
　第二実施形態は、被験者の体格指標情報（例えば、ＢＭＩ（Body Mass Index））を更
に用いることで、被験者の健康情報の推定精度を向上させる。以下、第二実施形態に係る
肌分析方法及び肌分析装置について、第一実施形態と異なる内容を中心に説明する。以下
の説明では、第一実施形態と同様の内容については適宜省略する。
【００４２】
〔肌分析方法〕
　図６は、第二実施形態の肌分析方法を示すフローチャートである。
　図６に示されるように、第二実施形態の肌分析方法は、被験者の体格指標情報を取得す
る工程（Ｓ２１）と、被験者の肌の赤み情報を取得する工程（Ｓ２２）と、被験者の健康
情報を推定する工程（Ｓ２３）とを含む。但し、本方法において、工程（Ｓ２１）と工程
（Ｓ２２）とは並列に実行されてもよいし、逆の順番で実行されてもよい。
【００４３】
　工程（Ｓ２１）において、本方法は、被験者の体格指標情報を取得する。
　ここで「体格指標情報」は、人の全体的な体つきを示し得る情報であり、例えば、体重
、身長、ＢＭＩ、体脂肪率、筋肉量などである。工程（Ｓ２１）で取得される被験者の体
格指標情報は、ＢＭＩのみ、体脂肪率のみなどといった一種の指標値であってもよいし、
ＢＭＩ及び体脂肪率といった複数種の指標値であってもよい。
　工程（Ｓ２１）は、被験者の体格指標を測定することを含んでもよいし、含まなくても
よい。本方法がコンピュータにより実行される場合、工程（Ｓ２１）では、ユーザの入力
操作に応じて当該体格指標情報を取得することができる。また、体格指標情報がＢＭＩで
ある場合、工程（Ｓ２１）では、ユーザ操作で入力されたＢＭＩ値そのものを取得しても
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よいし、ユーザ操作で入力された身長データ及び体重データを取得し、それらに基づいて
、ＢＭＩ値を算出してもよい。
　このように工程（Ｓ２１）における体格指標情報の取得手法は制限されない。
【００４４】
　工程（Ｓ２２）は、第一実施形態の工程（Ｓ１１）と同様である。
　工程（Ｓ２３）において、本方法は、母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及
び血液サンプルデータの統計情報、工程（Ｓ２１）で取得された体格指標情報、並びに工
程（Ｓ２２）で取得された被験者の赤み情報を用いて、被験者の健康情報を推定する。例
えば、工程（Ｓ２３）では、当該統計情報に加えて、工程（Ｓ２２）で取得された被験者
の赤み濃度値及び赤みムラ値の少なくとも一方、及び工程（Ｓ２１）で取得された被験者
のＢＭＩ値を用いて、被験者の血圧値及び血液検査値の少なくとも一方を推定する。
　工程（Ｓ２３）における体格指標情報の利用の仕方は様々である。
【００４５】
　例えば、工程（Ｓ２３）において、本方法は、体格指標情報が属する体格指標範囲と赤
み情報が属する赤み範囲との組み合わせに基づいて、一種以上の指標に関する健康情報の
異常可能性を健康情報として推定する。
　ここで「健康情報の異常可能性」は、平常状態ではない（健康ではない）可能性が高い
か低いかを示してもよいし、平常状態とは異なる（健康ではない）可能性の程度（異常の
可能性６０％など）であってもよい。ここで、平常状態は、例えば、健診等で使用される
標準値であってもよい。
　実施例の項で説明しているとおり、本発明者らは、体格指標情報に関する体格指標範囲
と赤み情報に関する赤み範囲との特定の組み合わせにおいて、血圧値又は血圧検査値が基
準値範囲外（異常値）となる被験者の割合に一定の関係性があることを見出した。
　そこで、本方法では、この一定の関係性に基づいて、複数の体格指標範囲及び複数の赤
み範囲の中の特定の組み合わせの各々について、一種以上の指標に関する健康情報の異常
可能性を示す情報が関連付けられたデータテーブルが予め生成される。工程（Ｓ２３）で
は、このデータテーブルを参照することで、被験者の体格指標情報が属する体格指標範囲
と、被験者の肌の赤み情報が属する赤み範囲とを選択し、この選択された組み合わせに関
連付けられた一種以上の指標に関する健康情報の異常可能性を特定することができる。
【００４６】
　更に、本発明者らにより、肥満体格を含む特定体格群における、肌の赤みと血圧検査又
は血液検査で得られる情報との間に高い相関性が見出された。そこで、体格指標情報は、
次のように利用されてもよい。
　即ち、本方法は、被験者の体格指標情報に基づいて、その被験者が肥満体格を含む特定
体格群に属するか否かを判定する工程を更に含み、この判定結果に応じて、工程（Ｓ２３
）の推定を実行するかしないかを決める。具体的には、本方法は、被験者が当該特定体格
群に属する場合に、工程（Ｓ２３）を実行し、被験者が当該特定体格群に属さない場合に
は、工程（Ｓ２３）を実行しない。体格指標情報としてＢＭＩを用いる場合、例えば、特
定体格群は、推定精度の観点から、２５以上のＢＭＩ値範囲により特定されることが好ま
しく、２５以上２８以下のＢＭＩ値範囲により特定されることが更に好ましい。
　このように特定体格群に属する被験者に絞ることにより、健康情報の推定精度を向上さ
せることができ、本方法の信頼性を高く維持することができる。
　この場合、特定体格群に属するか否かの判定工程は、図６の例では、工程（Ｓ２２）の
前に実行されることが好ましい。但し、この判定工程は、少なくとも工程（Ｓ２３）の前
に実行されればよい。
【００４７】
〔肌分析装置〕
　図７は、第二実施形態の肌分析装置１０の処理構成例を概念的に示す図である。第二実
施形態の肌分析装置１０は、第一実施形態の構成に加えて、体格指標取得部２５を更に有
する。体格指標取得部２５についても他の処理モジュールと同様に実現される。
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【００４８】
　体格指標取得部２５は、被験者の体格指標情報を取得する。即ち、体格指標取得部２５
は、上述の工程（Ｓ２１）を実行する。
　体格指標取得部２５は、入出力Ｉ／Ｆ１３又は通信ユニット１４に体格指標の測定器（
体重計、体脂肪計など）が接続されている場合、その測定器から当該体格指標情報を取得
することができる。また、体格指標取得部２５は、可搬型記録媒体、他のコンピュータ等
から通信ユニット４を経由して当該体格指標情報を取得することもできる。体格指標取得
部２５は、体格指標情報の入力画面に対する入力装置１６を用いたユーザ操作に応じて入
力された体格指標情報を取得してもよい。また、体格指標取得部２５は、体重データ及び
身長データを取得して、体格指標情報としてのＢＭＩ値を算出することもできる。
【００４９】
　赤み取得部２１は、上述の工程（Ｓ２２）を実行する。赤み取得部２１は、第一実施形
態と同様であればよい。
　推定部２２は、上述の工程（Ｓ２３）を実行する。
　推定部２２は、複数の体格指標範囲及び複数の赤み範囲の中の特定の組み合わせの各々
について一種以上の指標に関する健康情報の異常可能性を示す情報が関連付けられたデー
タテーブルを予め保持していてもよい。また、そのようなデータテーブルが他のコンピュ
ータに格納されている場合には、推定部２２は、当該他のコンピュータ上のそのデータテ
ーブルを参照してもよい。
　更に、推定部２２は、上述のように、被験者が肥満体格を含む特定体格群に属するか否
かを判定し、この判定結果で健康情報を推定するか否かを切り替えてもよい。
【００５０】
　出力処理部２３は、第一実施形態と同様に、推定された被験者の健康情報を出力する。
また、出力処理部２３は、被験者が上述の特定体格群に属さないと判定された場合、推定
をしないことを出力してもよい。更に、出力処理部２３は、体格指標情報の入力画面を出
力装置１５に表示させることもできる。
【００５１】
　このように、第二実施形態によれば、被験者の体格指標情報と赤み情報とを用いて、被
験者の健康情報を高精度に推定することができる。
【００５２】
［他の実施形態］
　上述の第一及び第二実施形態に係る肌分析方法は、飲食品や生活習慣改善手法の効果提
示方法、推奨方法などのように応用することができる。以下、他の実施形態としての飲食
品又は生活習慣改善手法の効果提示方法及び推奨方法について上述の各実施形態と異なる
内容を中心に説明する。以下の説明では、上述の各実施形態と同様の内容については適宜
省略する。
【００５３】
〔飲食品又は生活習慣改善手法の効果提示方法〕
　図８は、飲食品又は生活習慣改善手法の効果提示方法を示すフローチャートである。
　以降、効果を提示すべき対象となる飲食品を対象飲食品と表記し、同対象となる生活習
慣改善手法を対象手法と表記する。対象飲食品は、食品、飲料などであり、その具体的な
品種及び品名は限定されない。対象手法は、生活習慣を改善させるために被験者に提案さ
れる生活習慣メニューであり、例えば、一日の食事メニューや運動メニュー、食事時間や
食事回数、運動時間などであり、その具体的な内容は限定されない。
　本効果提示方法は、対象飲食品の摂取前後の被験者又は対象手法の実施前後の被験者に
関して上述の肌分析方法を実施する工程（Ｓ３１及びＳ３２）、（Ｓ３１）及び（Ｓ３２
）でそれぞれ推定された健康情報を比較する工程（Ｓ３３）、（Ｓ３３）での比較結果に
基づく対象飲食品又は対象手法の効果情報を提示する工程（Ｓ３４）を含む。
【００５４】
　工程（Ｓ３１）及び工程（Ｓ３２）で実施される肌分析方法は、上述の第一実施形態に
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係る方法であってもよいし、第二実施形態に係る方法であってもよい。また、当該肌分析
方法を適用する、対象飲食品の摂取前後の被験者又は対象手法の実施前後の被験者は、同
一人物であることが望ましい。
　工程（Ｓ３３）では、例えば、血圧値同士、血液検査値同士が比較される。血液検査値
として複数種の検査項目の検査値が推定されている場合には、同一検査項目の検査値同士
が比較される。
【００５５】
　工程（Ｓ３４）で提示される効果情報は、健康情報の比較結果に基づく情報であれば、
その具体的な内容は制限されない。例えば、対象飲食品の摂取前後又は対象手法の実施前
後の血圧値又は血液検査値の変化傾向（改善など）が効果情報とされてもよいし、その差
が効果情報とされてもよい。また、効果情報は、効果有りか効果無しかのみを示すもので
あってもよい。
　工程（Ｓ３４）における効果情報の提示方法は限定されない。例えば、工程（Ｓ３４）
では、効果情報が表示装置に表示されてもよいし、印刷されてもよいし、音声で読み上げ
られてもよい。
【００５６】
　本方法によれば、被験者に血液検査や血圧検査をさせることなく、被験者にとっての対
象飲食品又は対象手法の効果を容易に知ることができる。
　これにより、被験者は、対象飲食品又は対象手法に関する自身への効果、言い換えれば
、効果を得るために対象飲食品又は対象手法が自身に合うかどうかを容易に確認すること
ができる。一方で、対象飲食品の製造元又は対象手法の提案者は、複数の被験者に関して
本方法を適用することで、飲食品自体又は対象手法の総合的な効き目を容易に把握するこ
とができる。
【００５７】
　本効果提示方法は、上述の肌分析装置１０により実行されてもよい。
　図９は、飲食品又は生活習慣改善手法の効果提示方法を実現する肌分析装置１０の処理
構成例を概念的に示す図である。図９に示されるように、肌分析装置１０は、上述の第一
実施形態の構成に加えて、比較部２７を更に備える。比較部２７についても他の処理モジ
ュールと同様に実現されればよい。また、図９に示される構成とは異なるが、肌分析装置
１０は、上述の第二実施形態の構成に加えて、図９と同様の比較部２７を更に備えてもよ
い。
　赤み取得部２１は、対象飲食品の摂取前後の被験者に関して当該赤み情報をそれぞれ取
得する。
　推定部２２は、対象飲食品の摂取前後の被験者又は対象手法の実施前後の被験者に関し
て健康情報をそれぞれ推定する。即ち、赤み取得部２１及び推定部２２は、工程（Ｓ３１
）及び工程（Ｓ３２）を実行する。
　比較部２７は、推定部２２により推定された当該対象飲食品の摂取前後又は対象手法の
実施前後の各健康情報を比較する。即ち、比較部２７は、工程（Ｓ３３）を実行する。
　出力処理部２３は、比較部２７による比較結果に基づく対象飲食品又は対象手法の効果
情報を出力する。即ち、出力処理部２３は、工程（Ｓ３４）を実行する。
【００５８】
〔飲食品又は生活習慣改善手法の推奨方法〕
　図１０は、飲食品又は生活習慣改善手法の推奨方法を示すフローチャートである。
　飲食品又は生活習慣改善手法の推奨方法は、被験者に関して上述の肌分析方法を実施す
る工程（Ｓ４１）、工程（Ｓ４１）で推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は
特定の生活習慣改善手法を選択する工程（Ｓ４２）、工程（Ｓ４２）で選択された飲食品
又は生活習慣改善手法の推奨情報を提示する工程（Ｓ４３）を含む。
　工程（Ｓ４１）で実施される肌分析方法は、上述の第一実施形態に係る方法であっても
よいし、第二実施形態に係る方法であってもよい。
【００５９】
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　健康情報の指標毎にその指標に係る血液状態を改善させ得る飲食品又は生活習慣改善手
法のリストが予め作成されている場合には、工程（Ｓ４２）では、このリストを利用する
ことができる。このリストでは、例えば、血圧指標に関して血圧を調整し得る飲食品又は
生活習慣改善手法が関連付けられ、糖代謝指標（空腹時血糖など）に関して糖代謝を調整
し得る飲食品又は生活習慣改善手法が関連付けられ、脂質代謝指標（ＨＤＬＣなど）に関
して脂質代謝を調整し得る飲食品又は生活習慣改善手法が関連付けられる。
　本方法は、工程（Ｓ４２）において、被験者の健康情報において改善すべき指標を特定
した上で、上述のリストを参照して、この特定された指標の血液状態を改善させ得る飲食
品又は生活習慣改善手法を選択する。工程（Ｓ４２）では、一つの飲食品又は生活習慣改
善手法が選択されてもよいし、複数の飲食品又は生活習慣改善手法が選択されてもよい。
また、被験者の健康情報が優良な血液状態を示す場合には、工程（Ｓ４２）では飲食品又
は生活習慣改善手法が選択されなくてもよい。
　工程（Ｓ４３）で提示される推奨情報は、工程（Ｓ４２）で選択された飲食品又は生活
習慣改善手法を特定可能な情報（名称、写真、改善メニュー内容など）を少なくとも含む
ものであればよい。その推奨情報は、そのような識別情報に加えて、原材料や摂取方法、
効能などのその飲食品に関する詳細情報又は生活習慣改善手法の詳細情報を更に含んでも
よい。
　工程（Ｓ４３）における推奨情報の提示方法は限定されない。例えば、工程（Ｓ４３）
では、推奨情報が表示装置に表示されてもよいし、印刷されてもよいし、音声で読み上げ
られてもよい。
【００６０】
　本方法によれば、被験者は、血液検査や血圧検査をすることなく、自身の血液状態を改
善させ得る飲食品又は生活習慣改善手法の情報を容易に得ることができる。
【００６１】
　本推奨方法は、上述の肌分析装置１０により実行されてもよい。
　図１１は、飲食品又は生活習慣改善手法の推奨方法を実現する肌分析装置１０の処理構
成例を概念的に示す図である。図１１に示されるように、肌分析装置１０は、上述の第一
実施形態の構成に加えて、選択部２９を更に備える。選択部２９についても他の処理モジ
ュールと同様に実現されればよい。また、図１１に示される構成とは異なるが、肌分析装
置１０は、上述の第二実施形態の構成に加えて、図１１と同様の選択部２９を更に備えて
もよい。
　赤み取得部２１及び推定部２２は、工程（Ｓ４１）を実行する。
　選択部２９は、推定部２２により推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は特
定の生活習慣改善手法を選択する。即ち、選択部２９は、工程（Ｓ４２）を実行する。
　出力処理部２３は、選択部２９により選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情
報を出力する。即ち、出力処理部２３は、工程（Ｓ４３）を実行する。
【００６２】
［第三実施形態］
　以下、第三実施形態に係るメタボリックシンドローム推定方法について説明する。以下
の説明では、上述した内容と同様の内容については適宜省略する。
　「メタボリックシンドローム」とは、内臓脂肪が多い内臓肥満の人が、高血圧、高血糖
、脂質代謝異常を併せ持つことで、動脈硬化性疾患をまねき易い病態を意味する。以降、
この「メタボリックシンドローム」を「メタボ」と略称する。
　現在では、生活習慣病を未然に防ぐためにメタボ健診が義務化されている。ウエスト周
囲長が基準値を超え、かつ、収縮期血圧及び／又は拡張期血圧、空腹時血糖、ＨＤＬＣ及
び／又は中性脂肪（ＴＧ）のうちの２つ以上が基準値を超えることが、メタボの診断条件
とされている。
　ところが、血圧、血糖及び血清脂質を測定するためには、血圧検査及び血液検査を行う
必要があり、検査結果を得るのに或る程度の時間を要する。
　そこで、第三実施形態により、血圧検査も血液検査もすることなく、メタボの可能性の
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程度を推定する技術を実現した。ここでの「メタボの可能性の程度を推定する」とは、医
療行為とは異なるため、メタボの可能性の程度を評価する、又は、メタボの状態を推定若
しくは評価すると言い換えることもできる。
【００６３】
　図１２は、第三実施形態に係るメタボリックシンドローム推定方法を示すフローチャー
トである。
　図１２に示されるように、本方法は、被験者の肌状態情報を取得する工程（Ｓ５１）、
被験者の体格指標情報を取得する工程（Ｓ５２）、被験者のメタボの可能性の程度を推定
する工程（Ｓ５３）を有する。
【００６４】
　工程（Ｓ５１）で取得される肌状態情報は、被験者の肌状態を示す情報である。肌状態
には、例えば、肌の明るさ、肌の赤み、肌の黄色み、皮脂量、角層剥離量、水分量、鱗屑
量等がある。工程（Ｓ５１）で取得される肌状態情報は、一種以上の肌状態指標を示し、
上述の赤み情報を含んでもよい。
　工程（Ｓ５１）では、専用の皮膚測定装置から測定結果としての肌状態情報（皮脂量、
水分量、角層剥離量など）を取得することができる。他の手法として、カメラにより撮像
された画像データから、肌の赤みの状態を示す情報（上述の赤み濃度値又は赤みムラ値な
ど）、肌の黄色みの状態を示す情報などを取得することができる。
　本方法がコンピュータにより実行される場合には、コンピュータが自動で肌状態情報を
取得してもよいし、ユーザ操作により入力された肌状態情報を取得してもよい。
【００６５】
　工程（Ｓ５２）は、図６に示される工程（Ｓ２１）と同様である。
　工程（Ｓ５３）では、本方法は、工程（Ｓ５２）で体格指標情報として取得された体格
指標値が肥満を示す所定値域に属する場合に、その工程（Ｓ５２）で取得された肌状態情
報に基づいて被験者のメタボの可能性の程度を推定する。
　ここで「メタボの可能性の程度」（メタボ可能性とも表記される）とは、メタボへの適
合度合い又は適合の可能性の程度を意味する。
【００６６】
　本発明者らは、肥満度の変化と皮膚性状の変化との関連性に着目して実験をすすめた結
果、特定の肥満度範囲においては皮膚性状の分布にバラつきがあり、このバラつきは、メ
タボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値の異常から影響を受けている可能性があるとの
着想を得た。そして、当該特定の肥満度範囲における肌状態とメタボ可能性に関わる血圧
値又は血液検査値との関係を調査し、相互に相関があることを見出した。
　これにより、工程（Ｓ５３）では、体格指標値が所定値域に属する場合における、特定
の肌状態とメタボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値との相関性に基づく統計情報を用
いて、工程（Ｓ５２）で取得された肌状態情報に基づいてメタボ可能性に関わる血圧値又
は血液検査値が推定され、この推定された値を用いて、メタボの可能性の程度が決定され
る。
【００６７】
　当該統計情報は、母集団のサンプルデータを用いて生成される、特定の肌状態を説明変
数とし、血圧値又は血液検査値のいずれか一方を目的変数とする単回帰式であってもよい
し、特定の肌状態の軸と血圧値又は血液検査値の軸との２軸に、当該母集団のサンプルデ
ータから得られる回帰直線を重畳したグラフであってもよい。
　また、メタボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値としては、収縮期血圧、拡張期血圧
、空腹時血糖、ＨＤＬＣ（善玉コレステロール）、中性脂肪（ＴＧ）、腹囲、Ｎｏｎ－Ｈ
ＤＬＣ、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）、高感度ＣＲＰなどがある。このうち、収縮期血圧、拡
張期血圧、空腹時血糖、ＨＤＬＣ、中性脂肪、及び腹囲は、メタボの診断条件で用いられ
るため、この診断条件に合致していれば可能性の程度を１に決定してもよい。この場合、
メタボの進行により引き起こされ得る疾患の重さに応じて、メタボ診断条件に合致し、か
つ、Ｎｏｎ－ＨＤＬＣ、又はγ－ＧＴが基準値を超える場合に、可能性の程度を２に決定
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し、高感度ＣＲＰが基準値を超える場合に、可能性の程度を最高値の３に決定してもよい
。また、メタボの診断条件に合致した場合に可能性の程度を最高値に決定してもよく、こ
の場合には、メタボの診断条件に含まれる血圧値又は血液検査値のうち基準値を超えるも
のの数に応じて、可能性の程度を２又は１に決定してもよい。
【００６８】
　更に、工程（Ｓ５３）では、ＢＭＩ値が２５以上２８以下の場合に、工程（Ｓ５２）で
取得された肌の赤み情報に基づいて、血圧値又は血液検査値が推定され、この推定された
値と基準値との比較により、メタボの可能性の程度が決定される。
　メタボの可能性の程度は、例えば、メタボに適合するかしないか、又は、メタボへの適
合度合が２以上の段階で示されてもよい。
　工程（Ｓ５３）におけるメタボの可能性の程度の推定は、コンピュータにより自動的に
実施されてもよいし、部分的に人により実施されてもよい。後者の場合、例えば、コンピ
ュータが、肌状態情報に基づいて推定された血圧値又は血液検査値を基準値と並べて出力
し、この出力に基づいて、人が、基準値を超える血圧値又は血液検査値の存在を確認し、
最終的にメタボの可能性の程度を推定してもよい。
【００６９】
　このように、第三実施形態では、被験者の肌状態情報及び体格指標情報が取得され、こ
れらに基づいて、被験者のメタボの可能性の程度が推定される。よって、第三実施形態に
よれば、被験者は、血圧検査も血液検査もすることなく、自身のメタボの可能性の程度を
容易に取得することができる。
【００７０】
　上述のメタボ推定方法は、図１３に示される肌分析装置３０により実行されてもよい。
肌分析装置３０は、図４に示される肌分析装置１０と同様のハードウェア構成を有してい
ればよい。
　図１３は、メタボ推定方法を実現する肌分析装置３０の処理構成例を概念的に示す図で
ある。図１３に示されるように、肌分析装置３０は、肌状態取得部３１、体格指標取得部
３２、推定部３３、出力処理部３４等を有する。これら各処理モジュールは、上述の各実
施形態の処理モジュールと同様に実現される。
【００７１】
　肌状態取得部３１は、被験者の肌状態情報を取得する。即ち、肌状態取得部３１は、上
述の工程（Ｓ５１）を実行する。肌状態取得部３１は、被験者の肌状態情報を外部のコン
ピュータ、機器（皮膚測定装置など）、可搬型記録媒体などから入出力Ｉ／Ｆ１３又は通
信ユニット１４を介して取得することができる。
　また、肌状態取得部３１は、上述の赤み取得部２１と同様の処理により、被験者に関す
る赤み濃度値又は赤みムラ値を肌状態情報として算出することもできる。肌状態取得部３
１は、肌状態情報の入力画面に対する入力装置１６を用いたユーザ操作に応じて入力され
た肌状態情報を取得してもよい。
【００７２】
　体格指標取得部３２は、被験者の体格指標情報を取得する。即ち、体格指標取得部３２
は、上述の工程（Ｓ５２）を実行する。体格指標取得部３２は、上述の体格指標取得部２
５と同様にして、体格指標情報を取得してもよい。
　推定部３３は、肌状態取得部３１により取得された肌状態情報及び体格指標取得部３２
により取得された体格指標情報を用いて、被験者のメタボの可能性の程度を推定する。即
ち、推定部３３は、上述の工程（Ｓ５３）を実行する。推定部３３は、体格指標値が所定
値域に属する場合における、特定の肌状態とメタボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値
との相関性に基づく統計情報を予め保持していてもよいし、外部のコンピュータが保持す
るその統計情報を通信により参照利用してもよい。
　出力処理部３４は、推定部３３により推定されたメタボの可能性の程度を出力する。出
力処理部３４による出力形態は制限されない。例えば、出力処理部３４による出力形態は
、上述の各実施形態における出力処理部２３と同様である。
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【００７３】
　以下に実施例を挙げ、上述の内容を更に詳細に説明する。本発明は、以下の実施例の記
載に限定されない。
【実施例】
【００７４】
　本発明者らは、３０代から４０代の女性を対象に、肌の赤みと血圧検査及び血液検査で
得られる情報との関係を調査した。
　肌の赤みを示す情報としては、第一実施形態における第一の手法（図２参照）、第二及
び第三の手法で得られる赤み濃度値又は赤みムラ値が用いられ、母集団の各人から赤み濃
度値、ＢＭＩ、血圧検査値、及び血液検査値が取得された。以下の説明では、このような
血圧検査値及び血液検査値、並びにＢＭＩを調査指標値と表記する場合もある。
　図１４、図１５（ａ）、図１５（ｂ）、及び図１５（ｃ）は、上記調査結果を示してい
る。
【００７５】
　図１４は、調査１として女性３６２名を母集団とし、赤み濃度値、赤みムラ値（第一、
第二及び第三の手法）と、ＢＭＩ、血圧検査値、及び血液検査値との関係を示す表である
。
　本調査では、次のような複数手法により複数タイプの肌の赤み情報が取得された。
　「赤み評価法Ａ」は、上述の第一の手法（図２参照）で取得された赤み濃度値である。
　「赤み評価法Ｂ」は、上述の第一の手法（図２参照）で取得された赤みムラ値である。
　「赤み評価法Ｃ」は、上述の第二の手法で取得された赤み濃度値である。
　「赤み評価法Ｄ」は、上述の第三の手法（図３参照）で取得された赤み濃度値である。
　「赤み評価法Ｅ」は、上述の第三の手法（図３参照）で取得された赤みムラ値である。
　血圧検査値として収縮期血圧及び拡張期血圧が示されており、空腹時血糖、空腹時イン
スリン、ＨＯＭＡ－Ｒなど残りの指標値が血液検査値として示されている。
　表中の数値は、各タイプの肌の赤み情報と各調査指標値との相関係数であり、５％有意
水準及び１０％有意水準の背景には、パターンが付されている。
　図１４に示されるように、当該赤み濃度値又は赤みムラ値は、血圧、糖代謝、脂質代謝
、血液一般、尿酸等の生理指標と相関があり、特に、ＢＭＩ、収縮期血圧、拡張期血圧、
空腹時血糖、空腹時インスリン、ＨＯＭＡ－Ｒ、ＬＤＬＣ、ＨＤＬＣ、ｎｏｎ－ＨＤＬＣ
、ＴＧ、尿酸、白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット値とは５％有意水準
において相関があることが確認された。この相関性を用いることで、上述の実施形態で述
べたように、被験者の肌の赤み濃度値又は赤みムラ値に基づいて、その被験者の血圧検査
値又は血液検査値を推定することができる。
【００７６】
　図１５（ａ）、図１５（ｂ）及び図１５（ｃ）は、異なるＢＭＩ値範囲のグラフであり
、図１５（ａ）は、２５以上のＢＭＩ値を有する被験者群のグラフであり、図１５（ｂ）
は、１８．５以上２５未満のＢＭＩ値を有する被験者群のグラフであり、図１５（ｃ）は
、１８．５未満のＢＭＩ値を有する被験者群のグラフである。
　これら各図は、赤みムラ値（赤み評価法Ｅ）の高低と血圧検査値又は血液検査値の基準
値範囲外者の割合との関係を示している。各図では、赤みムラ値の中央値で高グループと
低グループとに区分けされている。
　図示されるように、ＢＭＩの低いグループよりもＢＭＩの高いグループのほうが、赤み
ムラ値の高低での血圧検査値又は血液検査値の基準値範囲外者の割合の差が大きくなって
いる。特に、２５以上のＢＭＩグループにおいて、血圧検査値又は血液検査値の基準値範
囲外者の割合の差が、赤みムラ値の高低で顕著になっている。なお、１８．５未満のＢＭ
Ｉは低体重と定義され、１８．５以上２５．０未満のＢＭＩは標準体重と定義され、２５
．０以上のＢＭＩは肥満と定義される。
　図１５（ａ）、図１５（ｂ）及び図１５（ｃ）によれば、肥満体格を示すＢＭＩ値（２
５．０以上）を持つ被験者において、それよりも低いＢＭＩ値を持つ者に比べて、肌の赤
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み情報から血圧検査又は血液検査で得られる情報を高精度に推定可能であることが確認さ
れる。
【００７７】
　更に、本発明者らは、同一被験者に関する調査指標値の変化と肌状態の変化との関連性
を調査した。調査２として、５０代前後でＢＭＩが２３．７から３２．９の範囲の女性３
３名を初期（０Ｍ）時の母集団とし、この母集団の各人から赤み濃度値又は赤みムラ値、
及び調査指標値が取得された。続いて、その初期（０Ｍ）時から４Ｍ時までの４ヵ月間に
４回、初期時の母集団の中の３３名に対して栄養面及び運動面において各専門家により指
導を行った。そして、初期時から１２ヵ月後の１２Ｍ時にその３３名の中の２５名を最終
母集団として、この最終母集団の各人から赤み濃度値又は赤みムラ値、及び調査指標値が
取得された。
　この調査の結果が、図１６、図１７、図１８、及び図１９に示されている。
【００７８】
　図１６は、調査２の赤み濃度値、赤みムラ値（第一、第二及び第三の手法）と血液検査
値との関係を示す表である。図１６に示されるように、赤み濃度値又は赤みムラ値は、高
感度ＣＲＰやＨＭＷ－Ａｄと１０％有意水準において相関があることが確認された。この
相関性を用いることで、比較的肥満体格の被験者では、肌の赤み濃度値又はムラ値に基づ
いて、その被験者の血液指標の状態（血液検査値）も推定することができる。
　図１７は、赤み濃度値（赤み評価法Ｄ）とＢＭＩ値との関係を示すグラフである。図１
７の母集団は、初期（０Ｍ）時の３３名の被験者群である。この図では、ＢＭＩ値２５か
ら２８の範囲が破線で示されている。
　本発明者らは、このようなグラフを観察することにより、ＢＭＩ値が２５から２８の範
囲の肌の赤み情報及び肌状態情報は、他の範囲と比べて、バラついていることを見付け出
し、このバラつきがメタボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値の異常から影響を受けて
いるのではないかとの着想を得た。そして、ＢＭＩ値が２５から２８の範囲の被験者に絞
って、赤み濃度値と、メタボ可能性に関わる血圧値又は血液検査値との関係を調査した。
この調査結果が図１８及び図１９に示される。
【００７９】
　図１８は、ＢＭＩ値が２５から２８の範囲の母集団における赤み評価法Ｄの赤み濃度値
が低い代表被験者群と高い代表被験者群との調査指標値を比較した図である。
　赤み濃度値が低い代表被験者群は、ＢＭＩ値は標準範囲を超えているが、血圧検査値及
び血液検査値は、ｎｏｎ－ＨＤＬＣを除き、ほとんど基準値内である。一方、赤み濃度値
が高い代表被験者群は、ＢＭＩ値が標準範囲を超え、更に、血圧検査値及び血液検査値の
多くが基準値を超えており、メタボが進行した状態であった。
【００８０】
　図１９は、ＢＭＩ値が２５から２８の範囲の母集団における初期時（０Ｍ）と１２か月
後（１２Ｍ）との調査指標値の変化を示す図である。なお、上述した通り、初期時から１
２か月後までの間に、母集団は専門家からの指導を受けている。
　赤み濃度値が改善することに伴い、血圧検査値及び血液検査値のほとんどが改善してい
た。これらにより、上述の第三実施形態のように、赤み濃度値のような肌状態からメタボ
可能性に関連する血圧検査値又は血液検査値を推定することができ、それに基づいて、メ
タボの可能性の程度を推定可能であることが確認された。
【００８１】
　上述の説明で用いた複数のフローチャートでは、複数の工程（処理）が順番に記載され
ているが、各実施形態で実行される工程の実行順序は、その記載の順番に制限されない。
各実施形態では、図示される工程の順番を内容的に支障のない範囲で変更することができ
る。また、上述の各実施形態は、内容が相反しない範囲で組み合わせることができる。
【００８２】
　上記の内容の一部又は全部は、次のようにも特定され得る。但し、上述の内容が以下の
記載に制限されるものではない。
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【００８３】
＜１＞　被験者の肌の赤み情報を取得する赤み取得工程と、
　母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及
び前記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前記被験者に関する、血圧検査又は
血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推定する推定工程と、
　を含む肌分析方法。
【００８４】
＜２＞　前記赤み取得工程では、前記被験者の肌画像を処理することにより、赤色の濃さ
指標及びムラ指標の少なくとも一方の指標値を前記赤み情報として取得する、
　＜１＞に記載の肌分析方法。
＜３＞　前記推定工程では、前記健康情報として、前記被験者の血圧値及び血液検査値の
少なくとも一方を推定する、
　＜１＞又は＜２＞に記載の肌分析方法。
＜４＞　前記被験者の体格指標情報を取得する体格取得工程、
　を更に備え、
　前記推定工程では、前記体格取得工程で取得された体格指標情報を更に用いて、前記被
験者の前記健康情報を推定する、
　＜１＞から＜３＞のいずれか一つに記載の肌分析方法
＜５＞　前記推定工程では、前記体格指標情報が属する体格指標範囲と前記赤み情報が属
する赤み範囲との組み合わせに基づいて、一種以上の指標に関する健康情報の異常可能性
を前記健康情報として推定する、
　＜４＞に記載の肌分析方法。
＜６＞　前記取得された体格指標情報に基づいて、前記被験者が肥満体格を含む特定体格
群に属するか否かを判定する工程、
　を更に備え、
　前記推定工程では、前記被験者が前記特定体格群に属する場合に、前記特定体格群の母
集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及び前
記赤み取得工程で取得された赤み情報を用いて、前記被験者の前記健康情報を推定する、
　＜４＞又は＜５＞に記載の肌分析方法。
＜７＞　＜１＞から＜６＞のいずれか一つに記載の肌分析方法を含み、
　対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前記被験者に関して前記
肌分析方法を実行することにより、前記推定工程により推定された当該対象飲食品の摂取
前後又は当該生活習慣改善手法の実施前後の各健康情報を比較する比較工程と、
　前記比較工程での比較結果に基づく前記対象飲食品又は前記対象生活習慣改善手法の効
果情報を提示する提示工程と、
　を更に含む飲食品又は生活習慣改善手法の効果を提示する方法。
＜８＞　＜１＞から＜６＞のいずれか一つに記載の肌分析方法を含み、
　前記推定工程で推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は特定の生活習慣改善
手法を選択する選択工程と、
　前記選択工程で選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情報を提示する提示工程
と、
　を更に含む飲食品又は生活習慣改善手法を推奨する方法。
＜９＞　被験者の肌状態情報を取得する第一取得工程と、
　前記被験者の体格指標情報を取得する第二取得工程と、
　前記第二取得工程で体格指標情報として取得された体格指標値が肥満を示す所定値域に
属する場合に、前記第一取得工程で取得された肌状態情報に基づいて、前記被験者のメタ
ボリックシンドロームの可能性の程度を推定する推定工程と、
　を含むメタボリックシンドローム推定方法。
＜１０＞　前記肌状態情報は、肌の赤み情報であり、
　前記体格指標値は、ＢＭＩ値である、
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　＜９＞に記載の方法。
＜１１＞　被験者の肌の赤み情報を取得する赤み取得手段と、
　母集団から予め取得された赤みサンプルデータ及び血液サンプルデータの統計情報、及
び前記赤み取得手段により取得された赤み情報を用いて、前記被験者に関する、血圧検査
又は血液検査で得られる情報を少なくとも含む健康情報を推定する推定手段と、
　を備える肌分析装置。
＜１２＞　前記赤み取得手段は、前記被験者の肌画像を処理することにより、赤色の濃さ
指標及びムラ指標の少なくとも一方の指標値を前記赤み情報として取得する、
　＜１１＞に記載の肌分析装置。
＜１３＞　前記推定手段は、前記健康情報として、前記被験者の血圧値及び血液検査値の
少なくとも一方を推定する、
　＜１１＞又は＜１２＞に記載の肌分析装置。
＜１４＞　前記被験者の体格指標情報を取得する体格指標取得手段、
　を更に備え、
　前記推定手段は、前記体格指標取得手段により取得された体格指標情報を更に用いて、
前記被験者の前記健康情報を推定する、
　＜１１＞から＜１３＞のいずれか一つに記載の肌分析装置。
＜１５＞　前記推定手段は、前記体格指標情報が属する体格指標範囲と前記赤み情報が属
する赤み範囲との組み合わせに基づいて、一種以上の指標に関する健康情報の異常可能性
を前記健康情報として推定する、
　＜１４＞に記載の肌分析装置。
＜１６＞　前記推定手段は、前記体格指標取得手段により取得された体格指標情報に基づ
いて、前記被験者が肥満体格を含む特定体格群に属するか否かを判定し、前記被験者が前
記特定体格群に属する場合に、前記特定体格群の母集団から予め取得された赤みサンプル
データ及び血液サンプルデータの統計情報、及び前記赤み取得工程で取得された赤み情報
を用いて、前記被験者の前記健康情報を推定する、
　＜１４＞又は＜１５＞に記載の肌分析装置。
＜１７＞
　前記赤み取得手段は、対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前
記被験者に関して前記赤み情報をそれぞれ取得し、
　前記推定手段は、対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の実施前後の前記被
験者に関して前記健康情報をそれぞれ推定し、
　前記推定手段により推定された当該対象飲食品の摂取前後又は対象生活習慣改善手法の
実施前後の各健康情報を比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づく前記対象飲食品又は前記対象生活習慣改善手法の
効果情報を出力する出力処理手段と、
　を更に備える＜１１＞に記載の肌分析装置。
＜１８＞　前記推定手段により推定された健康情報に基づいて、特定の飲食品又は特定の
生活習慣改善手法を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された飲食品又は生活習慣改善手法の推奨情報を出力する出力
処理手段と、
　を更に備える＜１１＞又は＜１７＞に記載の肌分析装置。
＜１９＞　被験者の肌状態情報を取得する肌状態取得手段と、
　前記被験者の体格指標情報を取得する体格指標取得手段と、
　前記体格指標取得手段により体格指標情報として取得された体格指標値が肥満を示す所
定値域に属する場合に、前記肌状態取得手段により取得された肌状態情報に基づいて、前
記被験者のメタボリックシンドロームの可能性の程度を推定する推定手段と、
　を備えるメタボリックシンドローム推定装置。
＜２０＞　前記肌状態情報は、肌の赤み情報であり、
　前記体格指標値は、ＢＭＩ値である、
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　＜１９＞に記載のメタボリックシンドローム推定装置。
【符号の説明】
【００８５】
　１０、３０　肌分析装置
　１１　ＣＰＵ
　１２　メモリ
　１３　入出力Ｉ／Ｆ
　１４　通信ユニット
　１５　出力装置
　１６　入力装置
　２１　赤み取得部
　２２　推定部
　２３　出力処理部
　２５　体格指標取得部
　２７　比較部
　２９　選択部
　３１　肌状態取得部
　３２　体格指標取得部
　３３　推定部
　３４　出力処理部

【図１】 【図２】
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